
 

香川県立保健医療大学公的研究費取扱規程 

 

（趣旨） 

第１条 香川県立保健医療大学（以下「本学」という。）における文部科学省、厚生労働省及

び独立行政法人日本学術振興会等の公的研究費（以下「公的研究費」という。）の取扱いに

ついては、補助金等に係る予算の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補助

金等に係る予算の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）、科学研究費補

助金取扱規程（昭和４０年文部省告示第１１０号）及び独立行政法人日本学術振興会科学研

究費助成事業（科学研究費補助金）取扱要領（平成１５年１０月７日規程第１７号）に定め

るもののほか、この規程に定めるところによる。 

（定義） 

第２条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

（１）研究者  公的研究費の研究代表者及び研究分担者をいう。 

（２）直接経費 公的研究費の事業の遂行に必要な経費及び研究成果の取りまとめに必要な経

費をいう。 

（３）間接経費 補助事業の実施に伴う研究機関の管理等に必要な経費として、研究者の研究

開発環境の改善や研究機関全体の機能の向上に活用するための経費をいう。 

（公的研究費に関する諸手続き） 

第３条 本学は、公的研究費に係る諸手続きとして、次の各号に掲げる事務を行うものとする。 

（１）応募、交付申請に係る手続きに関すること。 

（２）交付申請書の記載内容の変更に係る手続きに関すること。 

（３）実績報告に係る手続きに関すること。 

（４）研究成果報告に係る手続きに関すること。 

（５）間接経費に関する手続きに関すること。 

（６）寄付に係る手続きに関すること。  

（補助金の委任） 

第４条 補助金を申請しようとする研究者は、文部科学省、厚生労働省又は独立行政法人日本

学術振興会等から交付される補助金の管理及び経理を学長に委任しなければならない。 

２ 学長は、前項の事務を本学の事務局長に行わせるものとする。 

３ 学長は、補助金を学長名義で預金することとし、直接経費については、研究者ごとに口座

を開設し適正に管理するものとする。 

（直接経費の執行） 

第５条 直接経費に充てる目的で補助金を支出するためには、研究者は物品等の調達及び支出

についての依頼を、学長に提出しなければならない。 

２ 学長は前項の規定による依頼を審査し、補助金の支出を決定するものとする。 

３ 前項による公的研究費の支払いは、支出伺（別紙様式１）によるものとする。 

４ 研究費の直接経費の支払いにかかる口座振込み手数料は、当該直接経費から支出するもの

とする。 

５ 直接経費による物品購入その他契約に係る経費の支出については、原則として、香川県会



 

計規則その他香川県の規程を準用するものとする。 

６ 直接経費による旅費の支出については、原則として、香川県旅費支給条例その他香川県の

規程を準用するものとする。 

（設備備品の寄付） 

第６条 研究者は、直接経費で購入した設備等（１件３万円以上）を購入後、直ちに本学に寄

付するものとする。 

２ 前項に定める寄付の手続きは、寄付申込書（別紙様式２）を作成し、学長に提出し行うも

のとする。 

３ 設備等の寄付を行った研究者が、補助事業遂行期間中に、他の研究機関に所属することに

なった場合であって、当該研究者が新たに所属することになる研究機関において当該設備等

を使用することを希望する場合には、当該設備等を研究者に返還するものとする。 

（間接経費譲渡の受け入れ） 

第７条 研究者が交付を受けた間接経費については、当該研究者から本学に譲渡するものとす

る。 

（間接経費の使途） 

第８条 間接経費は、競争的資金の間接経費の執行に係る共通指針（平成１３年４月２０日付

競争資金に関する関係府省連絡会申し合わせ）別表１に掲げる使途に使用するものとし、学

長は、必要に応じて使途の内容について聴取することができる。 

（間接経費の執行） 

第９条 間接経費は、当該年度内に全額執行するものとする。 

２ 間接経費は、他の経費とは明確に区分し、使途の透明性を確保しなければならない。 

３ 間接経費は、他の経費と混同して使用してはならない。 

（関係書類の整理・保管） 

第１０条 学長は、次の各号に掲げる関係書類を整理し、補助金の交付を受けた年度の終了後

５年間保存しなければならない。 

（１）文部科学省、厚生労働省及び独立行政法人日本学術振興会等に提出した書類の写し 

（２）文部科学省、厚生労働省及び独立行政法人日本学術振興会等から送付された書類 

（３）補助金の使用に関する書類 

（雑則） 

第１１条 この規程に定めるほか、公的研究費の取扱いに関し、必要な事項は学長が別に定め

るものとする。 

 

附則 

この規程は、平成１９年１１月７日から施行する。 

 

附則 

この規程は、平成２７年３月４日から施行する。 

 

 





 

 

 

 

 

 


